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青少年指導員は、青少年
の健全育成と非行防止活
動の推進を目的に活動し
ています。天王寺区では９
地区で８３名の方が大阪市
から委嘱されています。そ
の活動内容について、天王
寺区青少年指導員連絡協
議会の会長 池田 健太さん
と副会長 上田 修司さんに
お話を伺いました。
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地域の子どもを地域ではぐくむ
「はぐくみネット事業」
天王寺区では、地域を中心に「はぐくみ
ネット事業」として登下校の見守り等を
行っています。人と人とのつながりによっ
て子どもをはぐくむ取組みに、皆さんの
ご理解・ご協力をよろしくお願いします。
F市民協働課（教育文化）
G06-6774-9743

国民健康保険料決定通知書を
点字文書にして同封します
視覚障がいのある世帯主でご希望の方
に、保険料年額や月額等の主な内容を点
字文書にして同封します。電話でお申し
込みください。
F窓口サービス課（保険年金）
G06-6774-9956

人権擁護委員による
特設人権相談所

北区役所、浪速区役所にて、人権擁護委
員による特設人権相談所を開設します。
お住まいの地域に関係なくご相談いただ
けます。人権についての悩みごと・困りご

お知らせ・今月の各種無料相談会

後期高齢者医療制度の
保険料率改定
令和6年度･令和7年度の後期高齢者医療
制度の保険料率が改定されました｡被保険
者均等割額は57,172円､所得割率は
11.75%となります｡また､保険料の年間限
度額が80万円となりました｡ただし､令和6
年度の保険料については､激変緩和措置
があります｡（※年間限度額については、生年
月日が昭和24年3/31以前または障害認定によ
り資格取得した方は73万円･所得割率について
は､賦課のもととなる所得金額が58万円以下の

校庭キャンプやもち
つき大会、自然体験
や中学生親善ソフト
ボール大会等、地域
や学校と連携しなが
ら子どもたちの成
長を見守っていま
す。子どもたちに楽
しんでもらうことはもちろん、私たち自
身も子どもたちと同じ目線でイベントを
楽しみながらお手伝いしています。
「二十歳のつどい」では、運営委員として
会場設営等の準備や当日の進行等を
担っています。地域で育った子どもたち
が20歳になった姿をお祝いできるのは
うれしいですね。

区内の神社やお寺
の夏祭りでの見回
りも大切な活動の
一つです。大きな
イベントでは地区
の垣根を越えて活
動しています。
また、地域で何度
もイベントのお手伝いをしていると、
顔見知りになってくれる子もいて、昔、
行事に参加していたお子さんが大き
くなり、青少年指導員になっている人
もいます。面白いことを続けていれ
ば、その子が大きくなって今度はお手
伝いする側になる。そんな好循環が続
いてほしいです。

天王寺区ユースリーダーも
元気に活動しています！

ええ　トコ！
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私たちは青少年指導員です
地域の次世代を担う子どもたちを見守りながら、
楽しく活動しています！

源泉徴収義務者の方へ
「定額減税特設サイト」のご案内
令和6年6月からの定額減税の実施に伴い、
制度の概要やパンフレット・Q&Aなど各種情
報を掲載していますのでご活用ください。
また、令和6年7月末日までの間、国税庁に
「定額減税コールセンター」
を設置しています。

簡単！便利！国税の
キャッシュレス納付のご案内
国税の納付は、金融機関や税務署等の窓
口に行く必要がない、以下の非対面の
「キャッシュレス納付」が大変便利です。
①スマホアプリ納付
②ダイレクト納付（e-Taxの利用）
③振替納税（口座振替）
④インターネットバンキング
⑤クレジットカード納付
F天王寺税務署
（堂ケ芝2-11-25）
G06-6772-1281　

※国税相談専用ダイヤル　
G0570-00-5901（全国一律料金）
8:30～17:00（土・日・祝日除く）

※専用ダイヤル　
G0570-02-4562（全国一律料金）
9:00～17:00（土・日・祝日除く）

来署による相談は事前予約制です。

▲
詳しくはこちら

▲
詳細は、国税庁
ホームページを
ご覧ください

区役所で行う無料相談会

A①5/16㈭、②5/24㈮、③6/4㈫、④
6/12㈬ 13:00～17:00
N各8組　
D①5/9㈭、②5/17㈮、③5/28㈫、④
6/5㈬ 12:00～　
予約専用電話／050-1808-6070
AI電話で24時間受付
C各日前日17:00
※同じ内容での繰り返しの相談はお控えください。

弁護士による法律相談
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A社会保険労務士相談：5/13㈪
不動産相談（不動産協会）：5/2㈭、6/6㈭
不動産相談(宅建協会)：5/14㈫、21㈫
税理士相談：5/15㈬
司法書士相談：5/28㈫
行政書士相談：5/22㈬  　
いずれも13:00～16:00
受付は12:50～15:30（区役所１階）
※予約は不要ですが、受付開始時の来場者で
相談順を抽選し、以降先着順
F事業戦略室（広聴広報）
G06-6774-9683

その他の専門相談
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※体調不良の方は来庁を控えてください。
M市内在住の方
相談時間／１組30分以内（相談後の記録作
成、入れ替わりの時間等も含む）

地域の活性化・仲間づくりをめざして活動しています。
地域活動の担い手となる15～30歳くらいの方（市内在住、在学、在勤）を
募集しています。

池田さん 上田さん

好評の和菓子作り体験

式典を無事終えて記念撮影

都会ではなかなかできない自然体験

青少年指導員
の活動紹介

「二十歳のつどい」の設営

区民まつりでは青少年指導員と
ユースリーダーが協力して出店しています

夏祭りの巡視

中学生親善ソフトボール大会
勝ち残ったチームは市の大会へ進みます

小学校でのもちつき大会 校庭等で行うキャンプ

青少年指導員活動に興味のある方はぜひご参加ください！詳しくは問い合わせ先まで。

とがありましたら、お気軽にご相談くださ
い。秘密厳守。
A５/17㈮  13:30～16:00
E北区役所、浪速区役所
F大阪第一人権擁護委員協議会
G06-6942-1489  H06-6943-7406

方は軽減用の所得割率10.94%を適用します。）
また、世帯の所得が一定基準以下の場合、
均等割額が軽減されます。決定した保険
料額は、7月にお知らせします。
F窓口サービス課（保険年金）
G06-6774-9956

A4/30㈫～5/17㈮ F市民協働課（地域活動の支援）
G06-6774-9734天王寺区民ギャラリー
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記号の見方 ： A日時・期間  E会場  M対象  N定員  D申込方法  C締切  F問合せ  Jメールアドレス

天王寺区母と子の共励会展示グループ名 絵画、書、手芸、彫刻展示内容

A5/20㈪～31㈮ サークル・リメイクの会展示グループ名 書、手芸、着物リメイク展示内容

詳しくは、天王寺区ホームページをご覧ください。
https://www.city.osaka.lg.jp/tennoji/

広告募集中

● 推計人口：86,264人 ● 世帯数：45,331世帯 ● 面積：4.84㎢ （令和6年4月1日現在）天王寺区の統計


